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原子力委員会 殿

原規規発第1 9 0 3 0 6 1号
平成31年3月6日

冒厚已l
原子力規制委員会天冒雪門「］

間二后11

九州電力株式会社玄海原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可
(3号及び4号発電用原子炉施設の変更） に関する意見の聴取につ

いて

上記の件について、平成2 9年12月2 0日付け原発本第2 5 3号（平成3 0 
年11月8日付け原発本第23 1号及び平成31年2月26日付け原発本第3
1 0号をもって一部補正）をもって、九州電力株式会社 代表取締役社長 瓜生
道明から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年
法律第16 6号）第43条の3の8第1項の規定に基づき、別添のとおり申請が
あり、審査の結果、同法第43条の3の8第2項において準用する同法第4 3条
の3の6第1項各号のいずれにも適合していると認められるので、 同法第43 
条の3の8第2項において準用する同法第43条の3の6第3項の規定に基づ
き、別紙のとおり同条第1項第1号に規定する基準の適用について、貴委員会の
意見を求める。
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